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委託執行（変更）概要書

履 行 年 度 令和7年度 工 事 名 ７息栖地内外雨水排水路除草業務委託 設 計 書

履 行 場 所 神栖市　　息栖　　地内外

設 計 概 要 変 更 理 由

除草工 Ａ＝１５，４００㎡

刈草処分 Ｎ＝７．７ｔ

費　　　目 起　　　工 第　　　　回変更 第　　　　回変更 増　△減

委 託 執 行 額

委託に付する額又は請負額

業 務 価 格

測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変更業務価格算定基準 起工時の請負決定額
変更業務価格 ＝ 変更積算業務価格 × 請負比率 起工時の請負に付する額

変更積算業務価格 請負比率 変更業務価格
× ＝

神 栖 市 役 所



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０６－５０－００１－Ｕ－１０１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路維持
 

1 式

　除草工
 

1 式

　　道路除草工
 

1

道路除草(複合)

除草処分
式

m2

m2

   15,400.000　

   15,400.000　

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

神栖市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０６－５０－００１－Ｕ－１０１ 号 実施 起工 設計書

道路維持

除草工

道路除草工

   15,400.000
道路除草(複合)

m2

第0001号代価表

   15,400.000
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

m2飛び石防護の有無(有り),運搬機械選定(ﾀﾞ

ﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ

ﾗｯｸ運搬距離(6.5km以下),費用の内訳(全て

の費用)

施工Ｐ

   15,400.000
除草処分

m2

       7.700
刈草処分

tA×0.5kg/㎡

直接工事費計

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税相当額

神栖市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０６－５０－００１－Ｕ－１０１ 号 実施 起工 設計書

請負工事費

神栖市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０６－５０－００１－Ｕ－１０１号 当り

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

1.000 m2
施工P(機1.21%,労98.40%,材0.39%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

       0.890 ％
２ｔ積級

 K1

草刈機［肩掛式］

       0.320 ％
カッタ径２５５ｍｍ

 K2

普通作業員

      50.590 ％  R1

特殊作業員

      33.870 ％  R2

土木一般世話役

       8.140 ％  R3

運転手（一般）

       3.030 ％  R4

軽油

       0.390 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

飛び石防護の有無

運搬機械選定

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

有り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積

）

6.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

神栖市4



排水路№
除草幅(ｍ)
両側合計

面積(㎡) 計(㎡) 備　　考

① Ａ 260 4.0 1,040 L2,000 R2,000

Ｂ 80 10.5 840 1,880 L4,500 R6,000

② Ａ 250 2.0 500 L2,000

Ｂ 480 2.5 1,200 R1,000 L1,500

Ｃ 260 2.5 650 R1,000 L1,500

Ｄ 140 3.5 490 L1,500 R2,000

Ｅ 230 2.5 575 3,415 L1,000 R1,500

③ Ａ 450 2.0 900 L1,000 R1,000

Ｂ 340 2.0 680 1,580 L1,000 R1,000

④ Ａ 410 2.5 1,025 L1,500 R1,000

Ｂ 330 2.5 825 1,850 L1,500 R1,000

⑤ Ａ 190 9.1 1,729 L7,500 R1,600

Ｂ 170 4.0 680 L2,000 R2,000

Ｃ 170 10.1 1,717 4,126 L7,600 R2,500

⑥ Ａ 86 1.5 129 129 Ｌ500 R1,000

Ａ 320 2.0 640 L2,000

B 150

C 280 2.5 700 L2,000 R500

D 100 5.0 500 L2,000 R3,000

E 150 3.0 450 2,440 R3,000

計 4,696 15,420

≒ 15,400

7,700 ｋｇ
7.7 ｔ

数　量　計　算　書　（息栖・筒井地内外）

延長(ｍ)

刈草処分量（面積×0.5ｋｇ）

⑦



特記仕様書(除草業務） 

 

第１条（総則） 

１．本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項については、「茨城県土木工事

共通仕様書 令和５年４月」によるものとする。  

 

第２条（現場代理人）  

１．受注者は現場代理人を定め、現場代理人届を契約後７日以内（７日以内に現場作業を開始す

る場合は、作業開始の前日まで）に道路整備課担当者へ提出し、確認を受けること。 

なお、この現場代理人届の提出後にその内容を変更しようとする場合は、道路整備課担当者と

協議のうえ、変更日から７日以内に変更現場代理人届を道路整備課担当者へ提出し、確認を

受けること。 

２．受注者は、前項の現場代理人届に次のものを添付すること。  

(1) 現場代理人と受注者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し 等） 

 ＜直接的な雇用関係＞  

現場代理人と受注者との間に、雇用に関する一定の権利義務関係が存在するものとし、在

籍出向者や派遣社員は含まない。  

 

第３条（業務工程表）  

１．受注者は、契約後７日以内（７日以内に現場作業を開始する場合は作業開始の前日まで）に

設計図書に基づく工程表を所定の様式により作成し、道路整備課担当者へ提出すること。  

 

第４条（除草工） 

１．作業実施時期、作業実施範囲等は道路整備課担当者と十分に協議し、決定すること。 
２．事前に現地調査を実施し、既設構造物等を確認するとともに、作業に支障となる物件に対し、

必要な撤去や養生等の処置を行うこと。 
３．現場状況に応じ、適切な機械・手法（肩掛け式、人力）にて作業を行うこと。  
４．除草工は地際から刈取り、刈りむらや刈り残しが無いよう均一に仕上げること。 

なお、除草の刈取り高は１０ｃｍ以下とする。 

５．フェンスや樹木等に絡まっているつる性植物も全て地際で刈取ること。 

６．法面除草については、法面の浸食防止のため、表土を露出させぬよう除草の刈取り高に注意

すること。 

７．飛散防止のため、刈草は刈取り当日に集草及び搬出を行うこと。 

８．各路線完了ごとに、作業完了後 1 週間以内に道路整備課担当者の立会による確認を行うこと

とし、刈むら及び刈残しが見られた場合には、受注者の責任において再度除草を行うこと。 

 



９．作業範囲内の廃棄物（塵芥や粗大ごみ等）については、起点付近又は収集しやすい場所へ集積し、

道路整備課担当者と処理・処分方法について協議を行うこと。 
なお、清掃費は除草工に含めるものとする。  

１０．除草による発生材は一般廃棄物とし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則り、受注者

の責任において適正に処理・処分を行うものする。 

処理・処分方法は以下のいずれかとし、道路整備課担当者と協議のうえ、承諾を得ること。 

また、一般廃棄物処理施設への搬入に当たっては、再資源化施設の使用を優先とする。 

(1) 堆肥化等再資源化施設へ搬入（一般廃棄物処理業許可施設または、受注者が有する施設） 

(2) 一般廃棄物処理業許可を有する焼却施設へ搬入 

受注者による焼却処分は不可とする。 

(3) 農家・酪農家等希望者へ配布 

刈草受入希望者は道路整備課へ刈草受入希望届出を行い、刈草受入確認書の取り交わし

を行うこととする。 

１１．除草による発生材（一般廃棄物）を市外へ搬出し、処理・処分を行う場合、搬出先市町村の

一般廃棄物処理に関する条例等を厳守するとともに、受入条件等を遵守すること。 

１２．除草による発生材（一般廃棄物）処理・処分について、適切な処理を証する伝票（処理施設搬

入時計量伝票、一般廃棄物引受書等）を完成書類へ添付すること。 

１３．除草による発生材（一般廃棄物）運搬について、再委託を行う場合は、事前に道路整備課担

当者と協議のうえ承諾を得るとともに、再委託先は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７

条第１項に基づく一般廃棄物収集運搬業許可業者とし、収集運搬許可証の写しを作業に先立

ち、道路整備課担当者へ提出すること。 

 

第５条（除草工における安全管理） 

１．除草作業に当たっては、次の項目に留意すること。 

(1) 現場代理人は、作業全体の指揮を行うものとし、作業開始前に作業従事者と作業範囲や

作業手順、役割分担、安全服装の確認、使用する機材の始業前点検を行い、また、必要

により監視員を配置し、作業員の安全作業に必要な監視を行わせること。 

(2) 作業車、通勤車等業務に関する車両の私有地等への無断駐車は厳に慎むこと。 

(3) 作業従事者はヘルメット、防護メガネ、保護手袋、安全ベスト等を着用し、安全な作業に努

めること。 

(4) 作業範囲内に第三者の駐車車両や構造物等がある場合、作業前に使用者へ移動を依頼

すること。 

(5) 肩掛け草刈機による草や石等の飛散防止対策として、ベニヤ板や飛散防止用ネット等の防

護材を適切に用いて飛散防止処置を行い、歩行者、通行車、家屋等への草や石等による

飛散事故防止に努めること。 

 



(6) ガードレール支柱や塀等の構造物付近や、植栽等の樹木付近の除草時には、肩掛け草刈

機の刃の接触による損傷に十分留意し、必要であれば人力による手刈りとすること。 

(7) 運搬車両による廃棄物運搬時は、積荷へ養生シート等にて被覆を行い、走行中の積荷落

下や飛散の防止を徹底すること。 

 

第６条（完了時提出書類） 

１．位置図（作業路線を着色） 

２．出来形数量総括表 

３．工事写真 

　・路線ごとの着工前、完成、作業状況写真 

着工前及び完成は同じ場所の同一方向より撮影し、作業状況は作業実施状況、作業方法及び

作業範囲が確認できる様撮影を行うこと。 

・路線ごとの除草完了出来形写真（幅員） 

　・再資源化施設等の処理施設への搬入状況、重量測定状況、荷下ろし状況写真 

　・安全仮設備設置状況、保安施設設置状況、工事看板設置状況等安全管理写真 

　・空き缶や集積ごみ等の塵芥処理状況写真 

 

第７条（その他） 

１．その他、疑義が生じた際は、道路整備課担当者と協議するものとする。 


